
 四日市市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。  

 平成２７年６月１２日  

四日市市長  田  中  俊  行  

 

四日市市規則第４２号  

四日市市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則の一部を改正

する規則  

四日市市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則（平成１５年四日

市市規則第１８号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（基準該当障害福祉サービス事業者の

登録の要件及び手続） 

（基準該当障害福祉サービス事業者の

登録の要件及び手続） 

第３条 本市において障害者等の基準該

当障害福祉サービスに係る基準該当障

害福祉サービス事業者の登録は、三重県

指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２５年三重県条例第２１号）

に規定する基準該当障害福祉サービス

に関する基準（以下「指定障害福祉サー

ビス等基準」という。）を満たし、その

基準に従って事業を継続的に運営し、サ

ービスを提供できるものが、申請を行う

ことによりこれを行うものとする。ただ

し、本市において登録ができる基準該当

障害福祉サービスは、次の各号に掲げる

ものに限る。 

(1) 指定障害福祉サービス等基準第７ 

４条に規定する生活介護に係る基準 

第３条 本市において障害者等の基準該

当障害福祉サービスに係る基準該当障

害福祉サービス事業者の登録は、三重県

指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成２５年三重県条例第２１号）

に規定する基準該当障害福祉サービス

に関する基準（以下「指定障害福祉サー

ビス等基準」という。）を満たし、その

基準に従って事業を継続的に運営し、サ

ービスを提供できるものが、申請を行う

ことによりこれを行うものとする。ただ

し、本市において登録ができる基準該当

障害福祉サービスは、指定通所介護事業

者がおこなう基準該当生活介護とする。 



該当障害福祉サービス 

(2) 指定障害福祉サービス等基準第７ 

５条に規定する生活介護に係る基準 

該当障害福祉サービス 

(3) 指定障害福祉サービス等基準第８ 

９条に規定する短期入所に係る基準 

該当障害福祉サービス 

 

（基準該当障害福祉サービスに係る特

例介護給付費の支給） 

（基準該当障害福祉サービスに係る特

例介護給付費の支給） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 第３条第１項第１号で定める基準該

当障害福祉サービスに係る特例介護給

付費の額は、１月につき、障害者総合支

援法第３０条第３項の規定により、次の

各号に定める額を合計した額とする。 

(1)及び(2) （略） 

３ 第３条第１項第２号又は第３号で定 

める基準該当障害福祉サービスに係る

特例介護給付費の額は、１月につき、障

害者総合支援法第３０条第３項の規定

により、前項第２号によって得た額とす

る。 

 

２ 基準該当障害福祉サービスに係る特

例介護給付費の額は、１月につき、障害

者総合支援法第３０条第３項の規定に

より、次の各号に定める額を合計した額

とする。 

(1)及び(2) （略） 

 

  



改正後  

別表  

基準該当生活介護 区分５（５時間以上７時間

未満実施）  

１回につき １００単位 

基準該当生活介護 区分６（５時間以上７時間

未満実施）  

１回につき ２００単位 

基準該当生活介護 区分４（７時間以上実施）  １回につき １００単位 

基準該当生活介護 区分５（７時間以上実施）  １回につき ２００単位 

基準該当生活介護 区分６（７時間以上実施）  １回につき ３００単位 

基準該当生活介護において実施される入浴  （略） 

基準該当生活介護において実施される送迎  （略） 

備考 （略） 
 

 

改正前  

別表  

基準該当生活介護 区分５（５時間以上実施）  １回につき １１８単位 

基準該当生活介護 区分６（５時間以上実施）  １回につき ２１８単位 

基準該当生活介護において実施される入浴  （略） 

基準該当生活介護において実施される送迎  （略） 

備考 （略）  
 

 

第１号様式を次のように改める。 



第１号様式（第３条関係） 

 受 付 番 号  

基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書 

   四日市市長 

年  月  日   

住 所            
申請者                   

名 称            
 

代表者名            印 
 
  基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けたいので、四日市市基準該当障害福祉

サービス事業者の登録等に関する規則第３条の規定により、次のとおり申請します。 

申

請

者 

フ リ ガ ナ     

名 称     

主たる事務所の所在地 
（郵便番号    ―    ） 

 

申 請 者 連 絡 先 電話番号  ＦＡＸ番号  

法 人 の 種 別 等   法人所轄庁  

代 表 者 の 職 ・ 氏 名 職名 
 フ リ ガ ナ  

 氏 名  

代 表 者 の 住 所 
（郵便番号    ―    ） 

 

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
種
類
等 

フ リ ガ ナ     

名 称     

事 業 所 の 所 在 地 
（郵便番号   ―    ） 

 

事 業 所 連 絡 先 電話番号  ＦＡＸ番号  

基準該当障害福祉サー

ビ ス の 種 類 等 

サービスの種類： 

開始予定日： 

サービスの種類： 

開始予定日： 

同一所在地において行

う 事 業 所 の 種 類 等 

サービスの種類： 

事業者番号： 

開始年月日： 

サービスの種類： 

事業者番号： 

開始年月日： 

サービスの種類： 

事業者番号： 

開始年月日： 

 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市基準該当障害福祉サービス

事業者の登録等に関する規則（以下「改正後の規則」という。）は、平成２７年４

月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正後の規則の適用の日前に、改正前の四日市市基準該当障害福祉サービス事業

者の登録等に関する規則によりなされた登録は、改正後の規則の相当規定によりな

されたものとみなす。 

（健康福祉部障害福祉課） 


